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【図表】６－５ 要支援・要介護認定者の推計 

注）平成１８年度以降、従来要介護１であったものが、改正後の要介護認定審査により、

要支援２の割合が６割、要介護 1の割合が４割に分かれるという想定で要支援者と要

介護者の人数を推計しました。この割合については、平成１７年末に全国で実施され

た認定モデル事業の結果を踏まえて、厚生労働省が目安として示したものです。 

単位：人

計 要支援 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

60,756 172 13 37 27 23 17
18,102 829 175 125 101 102 80
16,650 5,167 936 765 704 741 679
95,508 6,168 1,124 927 832 866 776
61,456 172 13 37 27 23 17
18,245 833 175 126 102 103 80
16,999 5,303 957 786 723 762 699
96,700 6,308 1,145 949 852 888 796

被保険者 計 要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

62,157 175 13 34 23 38 27 23 17
18,390 835 176 148 99 126 102 103 81
17,352 5,445 977 845 564 809 746 785 719
97,899 6,455 1,166 1,027 686 973 875 911 817
62,860 176 13 34 23 38 28 23 17
18,531 840 176 149 100 127 103 104 81
17,703 5,579 997 865 577 829 764 807 740
99,094 6,595 1,186 1,048 700 994 895 934 838
63,561 179 13 34 23 39 29 24 17
18,676 844 177 150 100 127 104 104 82
18,058 5,715 1,017 884 590 849 786 828 761
100,295 6,738 1,207 1,068 713 1,015 919 956 860
69,655 197 14 38 25 43 31 26 20
20,674 920 189 163 108 139 115 115 91
19,424 6,353 1,103 977 652 952 878 933 858
109,753 7,470 1,306 1,178 785 1,134 1,024 1,074 969

247
1,376
1,678
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イ 予防給付の推計（要支援者） 【図表】６－７
 

（年間）
15年度 １6年度 17年度 18年度 19年度 20年度

（１）介護予防サービス

①介護予防訪問介護

給付費（千円） 467,585 489,524 484,054
回数（回） ― ― ―
人数（人） 15,121 15,831 15,649

②介護予防訪問入浴介護

給付費（千円） 1,915 2,005 1,989
回数（回） 233 244 242
人数（人） 54 57 56

③介護予防訪問看護

給付費（千円） 35,222 36,873 36,475
回数（回） 5,184 5,427 5,368
人数（人） 1,357 1,421 1,406

④介護予防訪問リハビリテーション

給付費（千円） 194 204 204
回数（回） 39 41 41
人数（人） 6 6 6

⑤介護予防居宅療養管理指導

給付費（千円） 8,607 9,007 8,920
人数（人） 1,077 1,127 1,116

⑥介護予防通所介護

給付費（千円） 175,767 184,204 182,106
回数（回） ― ― ―
人数（人） 4,655 4,879 4,823

⑦介護予防通所リハビリテーション

給付費（千円） 29,936 31,344 31,000
回数（回） 4,168 4,364 4,316
人数（人） 739 774 765

⑧介護予防短期入所生活介護

給付費（千円） 6,083 6,365 6,300
日数（日） 1,232 1,289 1,276
人数（人） 206 216 213

⑨介護予防短期入所療養介護

給付費（千円） 5,190 5,428 5,365
日数（日） 831 869 859
人数（人） 109 114 113

⑩介護予防特定施設入居者生活介護

給付費（千円） 41,529 49,324 47,712
人数（人） 372 444 432

⑪介護予防福祉用具貸与

給付費（千円） 69,033 72,268 71,480
人数（人） 5,760 6,030 5,964

⑫特定介護予防福祉用具販売

給付費（千円） 4,316 4,518 4,468
人数（人） 233 244 241

（２）地域密着型介護予防サービス

①介護予防認知症対応型通所介護

給付費（千円） 7,952 8,051 8,051
回数（回） 960 972 972
人数（人） 120 120 120

②介護予防小規模多機能型居宅介護

給付費（千円） 2,083 4,998 6,665
人数（人） 30 72 96

③介護予防認知症対応型共同生活介護

給付費（千円） 1,424 2,847 4,271
人数（人） 12 24 36

（３）介護予防住宅改修

給付費（千円） 27,889 29,192 28,855
人数（人） 289 303 299

（４）介護予防支援

給付費（千円） 85,574 89,574 88,549
人数（人） 20,039 20,976 20,736

予防給付費計（小計）→（Ⅱ） 970,300 1,025,727 1,016,464  
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ウ 介護給付費（合計） 【図表】６－８ 
 

（年間）　

15年度 １6年度 17年度 18年度 19年度 20年度
（１）居宅サービス及び介護予防サービス

①訪問介護及び介護予防訪問介護

給付費（千円） 2,205,024 2,262,812 2,168,570 2,312,115 2,250,422 2,247,321
回数（回） 771,126 788,381 755,547 ― ― ―
人数（人） 31,556 34,600 33,159 36,337 36,342 36,013

②訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護

給付費（千円） 183,887 174,805 159,441 183,924 174,068 176,493
回数（回） 15,392 14,567 13,287 15,418 14,599 14,801
人数（人） 3,805 3,572 3,258 3,624 3,433 3,479

③訪問看護及び介護予防訪問看護

給付費（千円） 287,590 291,110 291,977 324,591 312,496 313,810
回数（回） 37,524 38,356 38,470 43,220 41,680 41,819
人数（人） 8,163 8,185 8,209 8,830 8,559 8,567

④訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション

給付費（千円） 8,573 4,746 5,328 5,414 5,163 5,149
回数（回） 1,648 906 1,017 1,079 1,029 1,026
人数（人） 386 274 308 286 271 272

⑤居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

給付費（千円） 63,188 70,912 72,278 77,804 74,962 75,118
人数（人） 7,728 8,278 8,437 8,999 8,676 8,699

⑥通所介護及び介護予防通所介護

給付費（千円） 686,149 812,634 910,359 831,438 784,685 766,244
回数（回） 83,533 97,089 108,765 ― ― ―
人数（人） 11,607 13,212 14,801 13,316 12,874 12,557

⑦通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

給付費（千円） 179,443 204,677 195,721 205,502 199,604 198,442
回数（回） 19,554 22,083 21,117 23,150 22,611 22,384
人数（人） 3,276 3,641 3,482 3,749 3,669 3,632

⑧短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

給付費（千円） 149,309 145,696 170,787 161,918 154,091 155,755
日数（日） 14,969 14,799 17,348 20,053 19,155 19,321
人数（人） 2,077 1,998 2,342 2,530 2,426 2,440

⑨短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

給付費（千円） 99,316 132,332 120,975 113,519 108,284 108,895
日数（日） 9,301 12,442 11,374 12,425 11,889 11,936
人数（人） 1,094 1,409 1,288 1,352 1,298 1,300

⑩特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護

給付費（千円） 277,630 339,205 461,110 432,987 472,698 476,405
人数（人） 1,515 1,862 2,531 2,424 2,664 2,676

⑪福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

給付費（千円） 298,544 338,304 338,977 363,891 354,565 354,199
人数（人） 19,660 22,070 22,114 23,877 23,448 23,342

⑫特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

給付費（千円） 23,303 25,714 24,636 20,942 20,464 20,419
人数（人） 846 913 875 844 832 828

（２）地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス

①夜間対応型訪問介護

給付費（千円） 6,377 14,014 22,910
人数（人） 96 192 288

②認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

給付費（千円） 111,068 112,474 111,821
回数（回） 10,428 10,560 10,500
人数（人） 1,260 1,272 1,260

③小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

給付費（千円） 46,455 116,563 163,869
人数（人） 240 600 840

④認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

給付費（千円） 108,191 217,260 341,759 337,429 370,770 398,702
人数（人） 466 943 1,483 1,404 1,548 1,668

（３）住宅改修及び介護予防住宅改修

給付費（千円） 80,798 70,844 71,367 62,571 62,842 62,311
人数（人） 780 661 666 680 682 675

（４）居宅介護支援及び介護予防支援

給付費（千円） 385,208 416,834 434,661 423,865 422,768 419,487
人数（人） 42,963 45,741 47,697 49,270 49,313 48,907

（５）介護保険施設サービス

①介護老人福祉施設

給付費（千円） 1,843,874 1,916,297 1,981,036 1,815,683 1,843,922 1,874,098
人数（人） 6,202 6,495 7,092 7,272 7,392 7,500

②介護老人保健施設

給付費（千円） 734,070 789,770 677,571 620,061 627,840 634,787
人数（人） 2,651 2,898 2,556 2,628 2,664 2,688

③介護療養型医療施設

給付費（千円） 981,941 923,542 746,684 747,747 760,429 774,026
人数（人） 2,484 2,364 2,004 2,052 2,088 2,124

給付費計（合計）→（Ⅲ）＝（Ⅰ）+（Ⅱ） 8,596,039 9,137,494 9,173,239 9,205,298 9,243,123 9,360,260

特定入所者介護サービス費

給付費（千円） 116,343 356,446 359,029 363,597
人数（人） 4,235 10,416 10,488 10,608

審査支払手数料→（Ⅵ）

給付費（千円） 17,651 15,487 15,927 16,595 16,823 16,740
人数（人） 55,716 60,689 63,240 64,704 65,592 65,268

高額介護サービス費→（Ⅶ）

給付費（千円） 61,445 71,672 63,714 140,254 132,182 131,800
件数（件） 8,821 10,972 11,433 11,698 11,858 11,800

合計→（Ⅷ）＝（Ⅴ）+（Ⅵ）+（Ⅶ） 8,675,135 9,224,652 9,369,224 9,718,593 9,751,157 9,872,397  
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＜歳出合計＞ 

給付費見込額＋地域支援事業費見込額＋ 

財政安定化基金拠出金＋ 

財政安定化基金償還金＋保険料減額見込額 
 

＜歳入合計＞ 

国負担金＋調整交付金＋都負担金＋ 

支払基金交付金＋区負担金 

 

＜基準保険料＞ 

（＜歳出合計＞―＜歳入合計＞）÷ 

予定保険料収納率÷ 

所得段階別加入割合補正後被保険者数

÷１２月 
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第３期基準保険料 １８～２０年度 月額 ４,６３２円 

 

第２期基準保険料 １５～１７年度 月額 ３,３１７円 

第１期基準保険料 １２～１４年度 月額 ２,９８３円 

 

【図表】６－９ 各期の基準保険料 
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介護給付費は、第２期（平成１５年度から平成１７年度）の計画見込が 248 億円であ

ったのに対し、平成１７年度の実績見込の93.7億円を含む実績額が272.7億円となり、

24.7 億円の差額が生じました。その約 18％を占める第１号被保険者保険料の不足を財

政安定化基金から借入し、第３期（平成１８年度から平成２０年度）に償還しなければ

ならない状態となっています。 

また、第２期と第３期の介護給付費の計画見込額を比べると 45.4 億円の増となって

おり、これもまた、その約 19％を占める第１号被保険者保険料に反映されることになり

ます。 

加えて、第２期には、介護給付費準備基金から 3.4 億円を繰り入れて保険料の高騰を

抑えられましたが、今回、基金残高がなくなったため、投入することができなくなって30 

います。 
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 第２期介護保険事業期間  

 １５年度 １６年度 １７年度 計 

計画見込 ８０.５億円 ８３.３億円 ８４.２億円 ２４８.０億円 

実  績 ８６.８億円 ９２.２億円 ９３.７億円 ２７２.７億円 

 

 計画見込と実績の差額 ２４.７億円 

 

 

 第３期介護保険事業期間  

 １８年度 １９年度 ２０年度 計 

計画見込 ９７.２億円 ９７.５億円 ９８.７億円 ２９３.４億円 

 

計画見込と計画見込の差額  ４５.４億円 

【図表】６－１０ 第２期及び第３期の介護給付費の計画見込額等の比較 
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・個別減免制度該当要件 

次の１から６までの要件をすべて満たした人 
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世 帯 人 数 
 

１人 ２人 ３人 ４人以上 

１ 年間収入 

120万円 

以下 

170 万円 

以下 

220 万円

以下 

以降、世帯人数が１人増

えるごとに 50 万円を加

えた額 

２ 預貯金等 

60 万円 

以下 

85 万円 

以下 

110 万円

以下 

以降、世帯人数が１人増

えるごとに 25 万円を加

えた額 

４ 居住用以外の土地又は建物を所有していないこと 

５ 
住民税課税者と生計を共にしていないこと及び住民税課税者の扶養

を受けていないこと 

６ 原則として保険料を滞納していないこと 

  注）預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれます。 

【図表】６－１３ 個別減免制度該当要件 
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  【図表】６－１６ 特例減額措置該当要件 
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１ 世帯の構成員が２名以上であること 

２ 
介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第４段階の食費、居住

費の負担を行うこと 

３ 
世帯の年間収入から施設の利用者負担（１割負担、食費、居住費）

の見込額を除いた額が 80 万円以下となること 

４ 
世帯の現金、預貯金等（有価証券、債権等も含む）の額が、450 万

円以下であること 

５ 
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資

産以外に利用し得る資産を所有していないこと 

６ 介護保険料を滞納していないこと 
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  【図表】６－１７ 利用料軽減制度該当要件 
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  注）預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれます。 

 30 

上記１から 6までのすべてに該当していても次のような人は適用除外

となります。 
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世 帯 人 数 
 

１人 ２人 ３人 ４人以上 

１ 年間収入 

150万円 

以下 

200万円

以下 

250万円

以下 

以降、世帯人数が１人増

えるごとに 50 万円を加

えた額 

２ 預貯金等 

350万円 

以下 

450万円

以下 

550万円

以下 

以降、世帯人数が１人増

えるごとに100万円を加

えた額 

３ 区民税が世帯非課税であること 

４ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

５ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

６ 介護保険料を滞納していないこと 

 

１ 
訪問介護利用者負担額減額認定証（障害者）の所持者 

ただし、訪問介護以外のサービスについては減額の対象となります

２ 旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている人 

３ 生活保護受給者 
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 介護給付 予防給付 

１ 訪問介護 介護予防訪問介護 

２ 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 

３ 訪問看護 介護予防訪問看護 

４ 訪問リハビリテーション 
介護予防 

訪問リハビリテーション 

５ 通所介護 介護予防通所介護 

６ 通所リハビリテーション 
介護予防 

通所リハビリテーション 

７ 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 

８ 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 

９ 認知症対応型通所介護 
介護予防 

認知症対応型通所介護 

10 夜間対応型訪問介護 ― 

11 
介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム） 
― 

12 
地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 
― 

【図表】６－１８ 利用料軽減制度対象サービス 
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・対象となる費用及び減額割合 

     サービス費にかかる利用者負担額及び食費と居住(滞在)費にかかる

利用者負担額の 1/8 が減額されます。 

 

⑤ 障害者の訪問介護利用者負担軽減 

 20 

生計中心者が所得税非課税で、障害者施設によるホームヘルプサービス

を利用していた人等については、訪問介護の利用者負担が軽減されます。 

 

⑥ 高額介護サービス費の改定 

 

月々の介護サービスの利用者負担の合計額が次の上限額を超えた場合に

は、その超える額が高額介護サービス費として支給されます。 

平成１７年１０月の介護保険制度改正により、利用者負担第 2 段階の人

の負担上限額は 24,600 円から 15,000 円に引き下げられました。また、被

保険者の申請手続の負担を軽減するため、支給申請は初回のみ必要でその30 

後は省略できるようになりました。 
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利用者負担段階 負担上限額 

第１段階 個人 １５,０００円 

第２段階 個人 １５,０００円 

第３段階 世帯 ２４,６００円 

第４段階 世帯 ３７,２００円 

 

世 帯 人 数 
 

１人 ２人 ３人 ４人以上 

１ 年間収入 
190万円

以下 

240万円

以下 

290 万円

以下 

以降、世帯人数が１人

増えるごとに 50 万円

を加えた額 

２ 預貯金等 
350万円

以下 

450万円

以下 

550 万円

以下 

以降、世帯人数が１人

増えるごとに100万円

を加えた額 

３ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

４ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと 

５ 介護保険料を滞納していないこと 

【図表】６－１９ 激変緩和措置の該当要件 

【図表】６－２０ 利用者負担上減額 
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